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　自転車が関係する交通事故が増えた影

響か、あるいは、平成２７年の道路交通法

改正（自転車運転者講習の対象となる危

険行為の制定など）の影響か、昔に比べる

と、車道を通行する自転車が増えたように

思います。

　実は道路交通法上では、歩車道の区別

のある道路においては、自転車は車道通

行が原則ですから、自転車が車道を通行

することはむしろ当然と言えるのですが、

自転車が車道を通行すると危険を感じる

という声もよく耳にします。

　しかしながら、法律上は、自転車は車道

通行が原則で、例外的に歩道通行が認め

られるという関係にありますから、交通事

情によっては、この原則が不便（自転車に

とっても、自動車にとっても）と感じるよう

な場合もあるのでしょうが、やはり交通法

規の原則は念頭において置きたいところ

です。

　さて、前回の過失相殺という話しにから

めますと、歩行者は、歩道上の自転車に注

意を払う義務はないと理解されていますの

で、歩道上で歩行者と自転車の事故が発

生しても、歩行者が過失相殺されることは

原則としてありません。もっとも、自転車が

歩道通行することが許されるような場合

には、状況によっては、歩行者にも過失が

あると判断される場合もあり得ます。

　このように歩行者は、過失相殺の局面で

は、保護されていると言って良いと思いま

すが、全ての道路に歩車道の区別がある

わけではありませんし、歩行者が車道に飛

び出したり、信号無視をして道路を横断す

る場合など、歩行者の落ち度が大きいと

判断されるような事故もあります。

　そして、何より、交通事故は起きないに

越したことはないのですから、交通事故の

被害者にも加害者にもならないよう、歩行

者も自転車も、常に道路状況に注意して安

全に気をつける必要があると思います。
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　今回は、著作者と著作権者が有する

権利について解説します。

　著作者とは、著作物を創作した人を

指します。したがって、オリジナリティの

ある表現行為を行えば、プロでもアマで

も、大人でも子どもでも著作者になり得

ます。ただし、会社等の従業員が会社

の指示により作成し会社名で公表され

るような著作物については、その会社等

が著作者となります（いわゆる法人著

作）。

　著作者は、著作者の人格権を保護す

る権利（著作者人格権）と財産的権利

（著作権）を持ちます。

　著作者人格権とは、①未公表の著

作物を無断で公表されない権利（公

表権）②公表する際に著作者名（ペン

ネーム等）を付けるか付けないかを自由

に決める権利（氏名表示権）③著作物

のタイトルや内容を無断で変更等され

ない権利（同一性保持権）を指します。

　著作権とは、著作物を無断でコピー

されない権利（複製権）を中心とする

権利の束となっています（次回、権利の

束について解説します。）

　著作者は、著作者人格権と著作権を

有します。著作権を取得するための手続

も、 マークのような表示も不要です。

著作人格権は譲渡できませんが、著作

権は譲渡可能です。

　無用のトラブルを避けるために、デザ

インや原稿を依頼する時などは、著作

権をどちらが持つのか確認の上、価格

等も協議するとよいでしょう。

　過去の著作物の権利者について判断

に迷われたときなどは、弁護士等の専

門家にご相談されることをお勧めします。
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　札幌市内では中心部のマンションが

人気のようで、この数年間の価格の上

昇には驚かされるものがあります。法

的な観点からは、分譲マンションには

管理や修繕を管理組合や管理会社に任

せられるというメリットがありますが、

他方で一戸建てには無い特有のトラブル

があります。

最近増えたマンションの管理組合から
の相談
　マンションの管理組合からの相談で

最も多いのが、管理費や修繕積立金の

滞納です。特に築年数が古く、居室数

の多いマンションでは、長期滞納者に

悩まされているケースが見受けられま

す。滞納額が膨らむと共用部分の管理

や修繕計画にも影響を与えかねません。

弁護士からの督促によって滞納が解消

されることもありますが、それでも解決

しないことも少なくありません。このよ

うな場合、管理組合としては、訴訟で

の回収を第一に考えますが、滞納額が

多額に及んでいるような場合には、最

終手段として「先取特権」に基づいて

滞納者の居室を競売することも考えられ

ます。

「先取特権」とは
　抵当権と同じく担保物権の一つで、

一定の財産から他の債権者よりも優先

的に弁済を受けられる権利のことをいい

ます。訴訟を経ることなく、いきなり

競売の申立てが可能ですので、強力な

解決手段といえます。ただし、住宅ロー

ンのために抵当権が設定されている場

合には抵当権が優先しますので、先取

特権による弁済を期待できるのは、住

宅ローンが完済されている場合や、住

宅ローンの残額が物件の価値を下回っ

ているような場合です。また、競売によっ

て買い手が現れると、当然ながら所有

者も変わりますので、その点でも滞納

の解消が期待できます。

　英文契約書のチェックは、邦文の契

約書と比べるとやはり手間がかかります。

その理由としては、①母国語ではない上

に、法律文書特有の表現が散見される

こと、②背景にグローバル・スタンダード

であるアメリカ契約法等の考え方がある

こと、③口頭証拠排除の準則 *1(parol 

evidence rule) などの影響により、契

約書が長大になりがちであること等が考

えられます。今回は、①についてごく簡単

に紹介します。

　まず、助動詞の用法に特徴があり、

当事者の義務（「～するものとする」）を表

す際には、通常 shall（has a duty to

の意）を用います。canとmayはいずれ

も「～することができる」を表しますが、

canは物理的・精神的にできる（is able 

to）、may は権利として（行使）できると

区別し、契約上の債権については may

を用いるのが通常です。禁止（「～して

はならない」）を表す際には、shall 

notまたはmust notを用いるのが通常

です。

　次に、hereof,thereafterといった、

here、there等を用いた見慣れない表現

を用いるのにも特徴があります。hereは

this(agreement)、thereはthatと置き換

え、前置詞の後ろに順序を入れ替えて考

えます。例えば、terms hereofはterms 

of this agreementと読み替えれば理

解は容易です。

　その他、数を表す際には thirty-six 

percent（36%）というように、文言と数値

を併記するのが一般的であり、両者に不

一致があったときは、文字表記を優先さ

せる（米国統一商事法典による）など、

独特のルールがいくつか存在します。英

文契約書でお悩みの際には、いつでも

ご相談ください。

1* 言った言わないの争いを排除するため，

最終合意書締結前の口頭証拠または書証は，

契約内容を確定する証拠として採用しないと

いう準則。
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　無期転換ルールとは、有期契約労働

者が同一の会社との間で、その契約が５

年を超えて反復更新される場合、労働者

の申込みにより、元の有期契約が期間の

定めのない労働契約（無期労働契約）に

転換されることを指します。契約社員・

パート・アルバイト等、名称を問わず契約

期間に定めがある労働者のすべてに該当

します。

　平成２５年４月に改正労働契約法が

施行され、施行後に開始した労働契約よ

り適用されますので、本制度は、早けれ

ば平成３０年４月には無期転換権が発

生します。いよいよ1年を切ったと言うわ

けです。

有期労働契約と無期労働契約のちがい
　有期契約の場合、雇止めに対し一定の

制約はあるものの、期間満了によって会

社と労働者との労働契約は終了します。

対し、無期転換がなされると、契約期間

に定めがなくなりますので、原則、会社も

しくは労働者より契約解除の申し入れが

ない限り労働契約は継続することになり

ます。

就業規則との関係
　では賃金等その他労働条件はどうなる

のでしょうか。法令では元の労働契約と

同一とされておりますが、会社に就業規

則があり、それが無期転換後の労働者に

適用されると、元の労働契約と就業規則

とを比較して、好条件のものによります。

　現在、正社員用の就業規則がある会社

は多いと思われますが、その適用範囲を

単に「期間の定めのない社員」とした場

合、無期転換後は期間の定めはなくなり

ますから、そちらが適用されるのではな

いかという予測外の争いが生じ得ます。

　このような紛争を防止するためには、

有期契約労働者の実態（勤続年数、更新

回数等）を把握し、無期転換後の労働条

件を検討の上で、就業規則を早急に整備

することが肝要です。どうぞお気軽にご

相談下さい。

　これまでは、遺言では実現できない

ことを実現する信託について取り上げ

てきましたが、信託の活用場面は、自分

が死んだ後のことに限りません。

　例えば、離婚の場面です。未成年の

子供がいる夫婦の離婚に際しては「養

育費」や「財産分与」についての取り決

めをします。このうち、養育費について

は、子供を引き取る親（仮に「妻」として

おきましょう。）からすると、夫から確

実に支払ってもらうことが最大の関心

事です。しかし、夫が破産したりすると

困るので、できれば一括で支払っても

らうのがベストでしょう。また、財産分

与に関しては、これまで住んでいた自

宅土地建物を自分の物にして子供と住

み続けたい、という希望を持つ方も多

いです。

　他方、夫からすると、子供のためな

ら、養育費を一括で支払うことも、自宅

を妻に譲ることもかまわないとは思う

が、あいつなら養育費だけじゃなく自

宅もすぐに売っ払って浪費しちゃうん

じゃないかと心配だ、という方もいるで

しょう。

　このような場合、夫（委託者）は、子

供が成人するまでの養育費と自宅土地

建物を第三者（受託者）に信託し、子供

が成人するまでの間、毎月○○円を妻

（受益者）に交付するとともに、自宅を

妻と子供の生活の本拠として使用させ

る、という信託契約を利用する方法が

あります。

　これにより、夫は妻に財産を使い込

まれるという心配から解放されるで

しょう。妻にとっても、確実に養育費や

自宅使用を確保できるというメリットが

あります（信託を利用すると、夫が破産

しても、信託された財産は債権者への

配当に回されないため、夫が破産して

も養育費は引き続きもらえるし、自宅に

も住み続けられるのです。）。
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弁護士 堀岡 和正

ファウルボール訴訟２

　前回は、プロ野球の観戦時に観客にボールが当

たった場合、裁判所は、臨場感も重要であるとして球

団等の責任を否定してきたことをお話ししました。

　この流れに一石を投じたのが、札幌ドームでの事

故についての札幌地裁判決でした。

　札幌ドームの事故当時、試合を主催していた(株)

北海道日本ハムファイターズは、小学生を招待する

企画を催していました。原告となった女性は、この企

画に応じて、夫と子３人（小学生２人と４才児）と一

緒に一塁側内野自由席で試合を観戦していたのでし

た。女性自身は、野球に関する知識や関心はほとん

どありませんでした。

札幌地裁の判断 

　札幌地裁は、観客に求められる注意について、次

のように判示しました。数万人にも至る観客の中に

は野球のルールを知らないような人もいるし、常に

打球の行方を追うことは不可能である。したがって、

観客に要求できるのは、なるべく打球の行方を目で

追ったり、打球を見失った場合には周囲の観客の動

きや場内アナウンス等を手掛かりにボールを探して

衝突を回避すること程度である。

　その上で、打球は高速で観客席に到達すること、

打球の衝突により重傷を負うこともあることから、

防球ネット等が設置されていないことには問題が

あったとしました。

　結局、設備の安全性は不十分であるとして、被告側

（ファイターズ、球場を管理する（株）札幌ドーム、球

場の所有者である札幌市）の責任を認めました。被

告側は、安全や臨場感の調和が必要であると主張し

ていましたが、札幌地裁は、事の軽重を捉え違えて

いると厳しく批判。過失相殺も認めませんでした。

札幌高裁の判断
　これに対し、札幌高裁は、観客に求められる注意

について、次のように判示しました。ボールを注視し

たり、幼児を同伴している等のために打球を回避す

ることが難しい場合には、打席からなるべく離れた

席を選択するなどの注意が求められる。

　臨場感についても、プロ野球観戦にとって本質的

な要素である等として、設備の安全性を判断する際

の重要な要素としました。

　その上で、内野フェンスの高さが他の球場と比べ

て特に低いわけでもないことや、ファウルボールの

危険についてのアナウンスや警笛等の安全対策もな

されていること等を考慮して、防球ネットを設置しな

くても設備の安全性に問題はないと判断しました。

札幌ドームと札幌市の責任は否定されました。

　ただし札幌高裁は、ファイターズは小学生を招待

するという企画に応じた保護者が、ファウルボール

の危険の認識に乏しかったり、子の世話のために打

球を注視できないこともあることを十分予見できた

と認定しました。そのため、ファイターズにはファウ

ルボールの危険性の小さい座席のみを選択できるよ

うにしたり、ファウルボールの危険性や座席によって

危険性が違うことを具体的に告知して座席を選択さ

せたりする契約上の義務があったとしました。

　過失相殺については，原告が打球から目をはずし

た点を捉えて，原告の過失を２割認めました。

　札幌高裁は、観客にも相応の注意が求められ、臨

場感も重要であるとして、臨場感重視の流れを尊重

しながらも、事案の特殊性（ファイターズの企画）に

着目して原告を救済したものです。よく考えられた判

決だと言えるでしょう。なお、原告も被告も上告しな

かったため、高裁判決は確定しました。
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香典は誰のもの
　葬儀時等にいただく香典は、死者の

供養や遺族の悲しみを慰め、葬儀費用

に充てることを目的として喪主に贈与さ

れるものとされています。受け取った香

典は、その趣旨に従い葬儀費用や香典

返しの費用等に充てられます。しかし、

香典から費用を支払い、結果余剰が出

ても、香典は喪主に贈与されるものです

から、他の相続人から余剰分を分けるよ

う請求することはできません。

香典で足りなかった葬儀費用は、誰が
負担すべきか
　香典で葬儀費用をまかないきれない

場合には、葬儀費用を誰が負担すべき

かが問題になります。相続人で話合い、

相続財産から葬儀費用を支払う、又は

相続分に応じて相続人が分担するなど

の解決策が多いのですが、話合いがま

とまらない場合には誰が葬儀費用を負

担すべきか基準が必要になります。裁

判例や学説でも立場がさまざま分かれ

ています。

　裁判例では、喪主が負担すべきとする

立場を採用するものが多くみられます

が、不足分の葬儀費用を喪主だけが負

担しなければならないという不公平な

結論になりえます。こうした結果を避け

るため、事前に遺言書で、被相続人が

葬儀費用を相続財産から支出するよう

指示をする、または葬儀法要の主宰者

を指定して、費用を負担してもらう代わり

に遺産を多く配分する等の対策をする

と良いでしょう。

香典返しの費用は葬儀費用ではあり
ません
　なお、香典返しの費用は葬儀費用そ

のものではありません。香典を受け取っ

た喪主が負担すべき費用ですから、香

典でまかなえない場合でも他の相続人

に負担を求めることはできません。

　「夫名義の家に住んでいるが、夫が

亡くなった後もこの家に住むことができ

るのだろうか？」「不動産の生前贈与を

受けると税金がかかるのでは？」という

不安を抱えた方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか。

配偶者控除の特例
　婚姻期間が２０年以上の夫婦の間で、

居住用不動産又は居住用不動産を取

得するための金銭の贈与が行われた場

合、基礎控除１１０万円のほかに、最高

２０００万円まで控除(配偶者控除)が

できるという特例があります。

　この特例を活用すれば、２１１０万円

までの居住用不動産であれば非課税

で配偶者に贈与できることになります。

特別受益の問題
　居住用不動産の贈与を受けると、夫

が亡くなった際、妻が夫の遺産を一部

先に受け取っているとみなされ、特別

受益の問題が発生します。遺産の内容

によっては妻が自宅以外の財産を受け

取れず、その後の生活に困ってしまうこ

ともあり得ます。

　そのような事態を防ぐため、妻に自

宅を維持させつつ、自宅以外の財産に

ついてもある程度のものを遺す方法と

して、遺言を作成するなどして自宅以

外の財産についてどのように分けたい

のか意思を明確にしておくことをお勧

めします。

ポイント
　特例を使って居住用不動産の贈与

を行う場合には、ご自身の財産の内容

を確認し、遺言を作成するなどして、配

偶者の生活が困らないようにしておく

必要があります。
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　借金の整理のため、個人が破産手

続を行う場合、同時に免責手続という

手続を行います。免責とは、借金など

の債務の支払義務を免れることを指

します。免責手続の結果、裁判所の免

責許可決定がなされれば借金の支払

義務がなくなります。つまり、個人の

破産では、免責を得られるかどうかが

最も重要となります。

免責許可の要件
　しかし、一定の事由があると免責が

許可されないことがあります。例え

ば、ギャンブルや浪費によって過大な

借金を負った場合や、免責許可を得て

から７年以内に、再度、免責許可の申

立てを行った場合などです。これらを

「免責不許可事由」と言いますが、仮

に免責不許可事由がある場合でも、そ

の他の事情を考慮して、裁判所の裁量

で免責が許可されることも少なくあり

ません。実際、ギャンブルや浪費で借

金をされた方でも、反省してギャンブル

や浪費を止め、誠実に破産手続を行っ

たなどの事情が考慮され、免責を得ら

れることもあります。

免責の対象にならない債務
　免責許可決定を得られたとしても、

すべての債務について支払義務を免

れることができるわけではありませ

ん。例えば、税金、社会保険料、下水道

料金、養育費、罰金などは免責されま

せん。これらの債務は、破産・免責の

手続をしても支払い続ける必要があり

ます。

周囲への影響
　破産をしても、生命保険募集人や警

備員などの一部の仕事を除いて就業

への影響はありません。また、破産し

たことは、債権者に通知される以外

は、官報（政府の機関紙）に掲載され

るだけなので、会社や友人に知られる

リスクは小さいといえます。

１　クーリング・オフとは
　「クーリング・オフ」とは、消費者が

訪問販売などの取引で契約した場合で

も、一定期間であれば、無条件で、一

方的に契約を解除できる制度です。

　クーリング・オフを行うと、契約はは

じめからなかったことになり、違約金や

損害賠償金を支払う必要もありません。

今回は特定商取引法で定められている

クーリング・オフについて説明します。

２　対象となる取引、期間、そして例
外について
　クーリング・オフが出来る取引は，①

訪問販売②電話勧誘販売③特定継続

的役務提供（エステ、語学教室等）④

連鎖販売取引（マルチ商法）⑤業務提

供誘引販売取引（内職商法等）⑥訪問

購入です。クーリング・オフが可能な期

間は、法定書面（契約書等）受け取っ

た日から数えて、①②③⑥の取引は８

日以内。④⑤の取引については２０日

以内と定められています。

　但し、上記①②の場合で３０００円

未満の現金取引、上記③の場合で短期

（エステは１か月以内、その他は２か月

以内）又は少額（税込５万円以内）の取

引、法人・事業者の営業上の契約など

の場合には、クーリング・オフは出来ま

せん。

３　クーリング・オフの方法
　クーリング・オフは、法律上、書面で

行うこととされています。葉書や普通郵

便などで行うことも可能ですが、確実

に証拠を残すために、費用は掛かりま

すが、内容証明郵便で行うことが効果

的です。特に契約金額が高額であった

り、相手方の業者が信用できないよう

なケースは、後々のトラブルを回避する

ためにも、内容証明郵便を使用した方

がよいと思います。
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